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川崎市行政サービスコーナーにおける証明書交付事務取扱要領 

制  定 昭和６１年１０月１日 

  最近改正   令和元年５月１日 

１ 趣旨 

  この要領は、川崎市行政サービスコーナー設置要綱第９条の規定に基づき、川崎市行政サー

ビスコーナー（以下「サービスコーナー」という。）における証明書交付事務の取り扱いにつ

いて、必要な事項を定める。 

２ 取扱業務 

  サービスコーナーにおいて取り扱う業務は、次の証明（以下「証明書」という。）に関する

業務に限る。ただし、大量の請求又は業者等からの請求については取り扱わない。 

ア 戸籍（除籍を除く。）全部・個人事項証明の交付に関すること。 

イ 戸籍の附票（除附票を除く。）の写しの交付に関すること。 

ウ 住民票の写しの交付に関すること（除票を除く。）。 

エ 住民票記載事項証明書（現況届等の証明を含む。）の交付に関すること。 

オ 印鑑登録証明書の交付に関すること。 

３ 証明書の請求 

  ２による証明書の請求は、次の請求書を提出させるものとする。 

   ア 戸籍関係証明書等の交付請求書（第 1号様式） 

   イ 住民票等の請求書（第２号様式） 

   ウ 年金等現況届の証明請求書（第３号様式） 

   エ 印鑑登録証明書交付申請書（第４号様式） 

４ 証明書の交付予定日時及び交付時間 

  証明書の交付予定日時は、次のとおりとする。ただし、特に必要がある場合は、当該日時を

変更することができる。 

証 明 書 場 所 請 求 及び申請の受付  証明書の交付 

戸籍全部事項証明 

戸籍個人事項証明 

戸籍の附票の写し 

住民票の写し 

住民票記載事項証明書 

印鑑登録証明書 

川崎行政サー

ビスコーナー 

月曜日から金曜日ま

で（ただし、国民の祝

日に関する法律（昭和

23 年法律第 178 号）に

規定する国民の祝日

及び休日を除く） 

午前 7時 30 分から午後 7時

まで 

即 時 
日曜日、土曜日及び国

民の祝日に関する法

律（昭和 23 年法律第

178 号）に規定する国

民の祝日及び休日 

午前 9時から午後 5時まで 

上 記 以 外 の

行政サービス

コーナー 

月曜日から金曜日ま

で 

午前 7時 30 分から午後 7時

まで 

日曜日及び土曜日 午前 9時から午後 5時まで 
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５ 事務処理手順 

  サービスコーナーにおける事務処理手順は、おおむね次のとおりとする。 

 (1) 請求及び申請の受付 

  ア 戸籍全部・個人事項証明、戸籍の附票の写し、住民票の写し又は住民票記載事項証明書

の請求は、提出された請求書を点検し、記載漏れ等があれば補正させる。 

  イ 印鑑登録証明書の申請は、提出された印鑑登録証と申請書を突合点検し、記載漏れ等が

あれば補正させる。 

 (2) 証明書の作成 

   請求書及び申請書に基づき証明書交付機を操作し、戸籍全部・個人事項証明、戸籍の附票

の写し、住民票の写し、住民票記載事項証明書又は印鑑登録証明書を作成する。 

 (3) 証明書の交付 

  ア 作成した証明書及び印鑑登録証（印鑑登録証明に限る。）を請求者又は申請者に交付す

る。 

  イ 証明書を交付したときは、必要に応じて手数料を徴収する。 

  ウ 証明書を交付した請求書及び申請書は、交付日別、種別、区民課等別に分類し保存する。 

    証明書を交付しなかった請求書及び申請書は、交付しなかった理由を記載し、前記と同

様に分類し、別途保管する。 

６ 手数料の徴収及び収納金の払込み 

  手数料の徴収は、サービスコーナーの区金銭取扱員が金銭登録機により徴収する。 

  収納金の払込みは、サービスコーナーの所管に属する区民課長が、川崎市金銭会計規則（昭

和３９年川崎市規則第３１号）第６７条の規定に基づき取り扱う。 

７ 請求書等の保存 

  サービスコーナーにおいて取り扱う請求書等の保存期間は川崎市文書分類表によることとし、

保存場所は、次のとおりとする。 

文  書  名 保存期間 保 存 場 所 

戸籍関係証明書等の交付請求書(第 1号様式) ３年 
サービスコーナー 

所管区民課 

印鑑登録証明書交付申請書(第４号様式) ２年 
サービスコーナー 

所管区民課 

住民票等の請求書(第２号様式) 

年金等現況届の証明請求書(第３号様式) 
１年 

サービスコーナー 

所管区民課 

８ 統計 

  サービスコーナーで取り扱う件数は、区民課等別、請求の種別等に分け集計し、日月計表を

作成する。また、３月末日現在で、年度計を作成し、翌月１５日までに市民文化局市民生活部

戸籍住民サービス課あて報告する。 

９ 施行日 

この要領は、平成２４年７月９日から施行する。 

附 則 

この改正要領は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 
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この改正要領は、平成３０年２月１７日から施行する。 

附 則 

この改正要領は、令和元年５月１日から施行する。 
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（第１号様式） 戸籍関係証明書等の交付請求書 
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（第２号様式） 住民票等の請求書      
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（第３号様式） 年金等現況届の証明請求書 
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（第４号様式） 印鑑登録証明書交付申請書 


